
【東近江圏域地域医療構想調整事務局会議設置要領】 

旧 新 

（設置） 

第１条 東近江圏域地域医療構想調整会議                     

                   のもとに東近江圏域 

地域医療構想調整事務局会議（以下「会議」という。）を設置 

する。 

 

（協議事項） 

第２条 会議は、次の事項について協議する。 

（１） 病床の機能分化・連携に向けた取組に関すること 

（２） 地域包括ケアシステムの構築に関すること 

（３） 目指すべき医療提供体制を実現する施策に関すること 

（４） その他、会議が必要と認める事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 会議は、次の各号に掲げる機関の関係者で組織する。 

（１） 近江八幡市 

（２） 東近江市 

（３） 日野町 

（４） 竜王町 

（５）東近江介護サービス事業者協議会 

（６）東近江圏域介護支援専門員連絡協議会 

（７）訪問看護ステーション連絡協議会第４地区支部 

（８）地域から医療福祉を考える東近江懇話会 

（９）滋賀県東近江保健所 

（10）その他、特に必要と認められる者 

 

（議長） 

第４条 会議に議長をおく。 

 ２ 議長は、東近江保健所が務めるものとする。 

 

 

（設置） 

第１条 東近江圏域地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）

の具体的な議論等を促進するため、調整会議のもとに東近江圏域

地域医療構想調整事務局会議（以下「会議」という。）を設置す

る。 

 

（協議事項） 

第２条 会議は、次の事項について協議する。 

（１）病床の機能分化・連携に向けた取組に関すること 

（２）地域包括ケアシステムの構築に関すること 

（３）目指すべき医療提供体制を実現する施策に関すること 

（４）その他、会議が必要と認める事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 会議は、調整会議の主な議題に応じ、東近江保健所の他、調整 

会議の委員およびその他必要と認められる者から東近江保健所が

選定することができる。 

（１）～（10）（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

第４条 会議の議長は東近江保健所が務める。 

 （削除） 
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旧 新 

（会議） 

第５条 会議は、   保健所長が招集する。 

 ２ 必要と認める時は、会議に他機関等の出席を求め、意見を聴取す

ることができる。 

 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は、滋賀県東近江保健所が処理する。 

 

（補足） 

第７条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は

別に定める。 

 

附則 

 この要綱は、平成２８年９月２９日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年９月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（会議） 

第５条 会議は、東近江保健所長が招集し、第３条の規定により選定し

た者に出席を求めることができる。 

（削除） 

 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は、   東近江保健所が処理する。 

 

（補足） 

第７条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は 

別に定める。 

 

附則 

 この要綱は、平成２８年９月２９日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年９月４日から施行する。 

 この要綱は、令和５年１０月１９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【東近江圏域地域医療構想調整会議設置要綱】 

旧 新 

（設置） 

第１条 医療法第３０条の１４に基づき、滋賀県保健医療計画の一部と

して位置づけられる地域医療構想の実現に向けた取組を協議する

ため、東近江圏域地域医療構想調整会議（以下「調整会議」とい

う。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 調整会議は、次の事項について協議する。 

（１） 病床の機能分化・連携に向けた取組に関すること 

（２） 地域包括ケアシステムの構築に関すること 

（３） 目指すべき医療提供体制を実現する施策に関すること 

（４） その他、調整会議が必要と認める事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 調整会議の委員は、次の各号に掲げる関係者のうちから保健所

長が選任する。 

（１） 医療関係機関・団体 

（２） 医療保険者 

（３） 介護保険等関係団体 

（４） 市町 

（５） その他、特に必要と認められる者 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 必要に応じて調整会議にオブザ－バ－をおくことができる。 

 

（議長および副議長） 

第４条 調整会議に議長および副議長をおく。 

 ２ 議長は、委員の互選により選出する。副議長は、委員の中から議

長が指名する。 

 ３ 議長は、調整会議を代表し、調整会議の会務を総括する。 

 

（設置） 

第１条 医療法第３０条の１４に基づき、滋賀県保健医療計画の一部と

して位置づけられる地域医療構想の実現に向けた取組を協議する

ため、東近江圏域地域医療構想調整会議（以下「調整会議」とい

う。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 調整会議は、次の事項について協議する。 

（１）病床の機能分化・連携に向けた取組に関すること 

（２）地域包括ケアシステムの構築に関すること 

（３）目指すべき医療提供体制を実現する施策に関すること 

（４）その他、調整会議が必要と認める事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 調整会議の委員は、次の各号に掲げる関係者のうちから保健所

長が選任する。 

（１）医療関係機関・団体 

（２）医療保険者 

（３）介護保険等関係団体 

（４）市町 

（５）その他、特に必要と認められる者 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 必要に応じて調整会議にオブザ－バ－をおくことができる。 

 

（議長および副議長） 

第４条 調整会議に議長および副議長をおく。 

 ２ 議長は、委員の互選により選出する。副議長は、委員の中から議

長が指名する。 

 ３ 議長は、調整会議を代表し、調整会議の会務を総括する。 

 



旧 新 

（会議） 

第５条 調整会議は、議長が招集する。 

 ２ 議長が必要と認める時は、調整会議に委員以外の者の出席を求

め、意見を聴取することができる。 

 

（事務局） 

第６条 調整会議の事務局は、東近江保健所および各市町が担うものと

する。なお、庶務については、東近江保健所が処理する。 

（新設） 

 

 

（事務局会議） 

第７条 調整会議のもとに事務局会議を組織する。事務局会議について

必要な事項は別に定める。 

 

（補足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事

項は別に定める。 

 

 

附則 

 この要綱は、平成２８年９月２０日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 
 

（会議） 

第５条 調整会議は、議長が招集する。 

 ２ 議長が必要と認める時は、調整会議に委員以外の者の出席を求

め、意見を聴取することができる。 

 

（事務局） 

第６条 調整会議の事務局および庶務は東近江保健所が担う。 

２ 東近江保健所長は必要に応じ、事務局の構成員について、東近江

圏域地域医療構想調整事務局会議（以下、「事務局会議」とい

う。）を組織する者から選定することができる。 

 

（事務局会議） 

第７条 調整会議のもとに事務局会議を組織する。事務局会議について

必要な事項は別に定める。 

 

（補足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事

項は別に定める。 

 

 

附則 

 この要綱は、平成２８年９月２０日から施行する。 

 この要綱は、令和５年１０月１９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 




